
 

                               教高指第４５２号 

                               令和５年５月９日 

 

 各県立学校長 様 

 

 

                            埼玉県教育委員会教育長 

 

 

「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン～令和５年度～」 

  （令和５年５月８日改定）の送付等について（通知） 

 

 日頃より新型コロナウイルス感染症の対策について、適切かつ迅速な対応をいただいて

いることに感謝申し上げます。 

 各学校におかれましては、令和５年４月２８日付け教保体第２４４号「５類感染症への

移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について（通知）」及び令和５年５月

１日付け教高指第３８６号「新型コロナウイルス感染症の５類感染症への移行後の学校教

育活動について」を踏まえ、適切に対応いただいているところです。 

 このたび、令和５年５月８日をもって、新型コロナウイルス感染症が、感染症の予防及

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）上の５類感染症

に移行されたことに伴い、「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン～

令和５年度～」（令和５年５月８日改定）（以下、「令和５年度 ガイドライン」という。）

を改定しましたので、通知します。 

 貴職におかれましては、「令和５年度 ガイドライン」を踏まえ、適切な対応をお願いい

たします。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づくイベントの開催制限が

令和５年５月８日に廃止されたことに伴い、令和５年３月２９日付け教高指第２５６０号

「『イベント開催時の感染防止安全計画等』に係る様式の改定について（通知）」における

「感染防止安全計画（埼玉県版）」及び「チェックリスト（埼玉県教育委員会版）」等の様

式についても廃止とします。 

 

 

【送付資料】 

 「県立学校版 新型コロナウイルス感染防止対策ガイドライン ～令和５年度～」 

                            (令和５年５月８日改定） 

 

 

【県立中学校・高等学校】 

担 当 高校教育指導課 教育課程担当 

電 話 ０４８－８３０－６７７１ 

【特別支援学校】 

担 当 特別支援教育課 特別支援学校教育指導担当 

電 話 ０４８－８３０－６８８６ 


